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かすみがうら市議会文教厚生委員会会議録 

                                               

令和７年１１月２５日 午前１０時３１分 開 会 

                                               

出 席 委 員 

委 員 長  櫻 井 健 一 

副委員長  井 出 有 史 

委  員  佐 藤 文 雄 

委  員  櫻 井 繁 行 

委  員  小 倉   博 

委  員  久 松 公 生 

委  員  服 部 栄 一 

                                               

欠 席 委 員 

                                 な  し 

                                               

委 員 外 議 員 

                                 な  し 

                                               

出 席 説 明 者 

な  し          

                                               

出 席 書 記 名 

議会総務課主幹  川原場   智 
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議  事  日  程 

令和７年１１月２５日（火曜日）午前１０時３１分 開 会 

 

１．開  会 

２．事  件 

 （１） 閉会中の所管事務調査の申し出について 

 （２） その他 

３．閉  会 

                                           

開 会  午前１０時３１分 

○櫻井健一委員長 

 ご出席いただきましてありがとうございます。 

早速、文教厚生委員会を始めたいと思います。 

ただいまの出席委員は７名で、会議の定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

それでは、ただいまから文教厚生委員会を開きます。 

次に、書記を指名します。 

議会総務課、川原場主幹を指名いたします。 

本日の日程は、会議次第のとおりでございます。 

それでは、早速本日の日程事項に入ります。 

初めに、閉会中の所管事務調査の申し出についてを議題といたします。 

閉会中の所管事務調査申出書（案）について、お目通し願います。 

ここで、暫時休憩いたします。     ［午前１０時３２分］ 

○櫻井健一委員長 

それでは、会議を再開いたします。   ［午前１０時３２分］ 

 お諮りいたします。 

本案のとおり、議長あてに閉会中の所管事務調査について申し出ることにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○櫻井健一委員長 

それでは、そのように、議長あてに申し入れさせていただきます。 

以上で本日の日程事項はすべて終了いたしましたが、そのほか、委員の皆様から何かございますか。 

○櫻井繁行委員 

以前、僕のほうも一般質問させてもらったり、また文教厚生委員会で行政視察も行っていましたけれ

ども、いよいよ令和８年度の総体以降から部活動の地域移行がかすみがうら市で始まると思うんですよ

ね。 

そういった中で、現状どのような進捗状況になっているのかなっていうのはちょっと懸念するところ

があるので、何かしらのタイミングで、文教厚生委員会のほうで協議、執行部含めて、現状把握と、今

後の展望等でも構いませんから、そういったことができればなって思ったので、日程調整等は、委員長

のほうにお任せしますので、少し頭の隅に入れていただければなと思いまして、提案させていただきま

す。 

○櫻井健一委員長 
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今、部活動の体制の変更ですとか、学校の先生の状況、部活動、市内中学校、あと小中一貫校に際し

ての取りまとめというか、そういったことも踏まえて、各地域の動きということでよろしいですよね。 

○櫻井繁行委員 

そこも含めて、市全体としてももちろん団体立ち上げてますので、ＮＥＸＵＳかすみがうらとか、あ

ったと思うので、その辺の、より具体的に進んできているとは思うんですけれども。そういったところ

も含めて、もちろん各々もそうなんですが、もちろん文科系の部活動、運動系の部活動とか、いろいろ

あると思うんですけれども、そういったところを少し確認ができればなと思いましたので、ちょっと提

案させていただきます。 

○櫻井健一委員長 

 わかりました。 

○小倉 博委員 

 関連して、ちょっと私の一般質問、今回は文化部門とスポーツ部門とかで、あとイノシシの対策なん

ですけれども、スポーツ部門において、地域のスポーツ団体とか体育施設についてちょっと聞きたいこ

とがあって、あわせてこの間、地域移行なんかの進捗なんかも、もしできれば教えて欲しいということ

で要望してあるんですけれども、今からそれちょっと、今日午後から打ち合わせするんですけれども。 

 大丈夫ですよね。質問して、進捗状況を聞くっていうのは。 

○櫻井健一委員長 

暫時休憩します。         ［午前１０時３５分］ 

○櫻井健一委員長 

それでは、会議を再開いたします。 ［午前１０時３６分］ 

 今の小倉委員の一般質問の件の問いでございますが、妨げるものではないので、文教厚生委員会の中

では個人の、小倉議員の一般質問としてやられたらいいと思いますので、そのようにお願いいたしたい

と思います。 

 また、櫻井繁行委員のＮＥＸＵＳかすみがうらの進捗状況ですとか、その部活動地域移行に関しての

調査ということで、これは川原場主幹ちょっと、できるかどうか、一言いただけますでしょうか。 

○議会総務課主幹（川原場智君） 

文教厚生委員会で調査ということで、担当課の説明できる範囲内というか、調整次第ということにな

るかとは思いますが、こういう時間を調整して開くというのは、可能かと思います。 

○櫻井健一委員長 

 そのような形で、時間等はガルーンか何かで報告するようにいたしますので、委員の皆様にはご理解

いただきたいと思います。 

そのほか何かございませんでしょうか。 

○久松公生委員 

 それから、櫻井繁行委員からあったように、私たちの研修の中で、もう１つ、ヤングケアラーという

のも一緒に研修したと思うんですが、この間も広報誌なんかにヤングケアラーとは、なんていうのがち

ょっと載ってたりとかしていたので、教育委員会とかとしての１年間のまとめと、来年度に向けてのま

たそういう周知とか、そういうのも含めた、取組みたいなのをお聞きできればと思うので、その辺はこ

の文教厚生委員会として、それはやっていただけたほうがいいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○櫻井健一委員長 

 今、取組ということと来年の周知ということがありましたけれども、周知というのは、子どもたちが
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ヤングケアラーに陥っているときに、どう助けを求めるかとか、そういう子どもたちに対しての周知な

のか、それは世間に対しての周知なのかといったところはちょっと、どちらでも、どちらもでもいいん

ですか。 

○久松公生委員 

 教育委員会としての考えっていうか、令和７年度こういうふうに取り組んでこういうふうなことをや

ったけれども、まだまだってことで、令和８年度はこういうふうに取り組んで、引き続き取り組んでい

きたいみたいな話がもし伺えれば、私たちがいろいろ検証した流れが、最初の出発点で始まっています

ので、毎年それはわかっていたほうがいいのかと思いまして、言わせていただきました。 

○櫻井健一委員長 

 わかりました。 

暫時休憩します。    ［午前１０時３９分］ 

○櫻井健一委員長 

会議を再開いたします。 ［午前１０時４１分］ 

 ただいまの久松委員からの提案のヤングケアラーの件の、これまでの取組と現状と、今後の課題とし

て考えているところを各部署に、立ち会いのもと、ご説明いただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○議会総務課主幹（川原場智君） 

 ただいまのお話ですが、もちろん、担当課の準備が可能かどうかっていうところもございますが、実

際のところ市の一般事務ですので、開催できないことはなく、可能かと思われます。 

そのご相談の際には委員長からの申し添え等、ご相談を後ほどさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○櫻井健一委員長 

 ありがとうございます。 

また、調整の推移については、ガルーン等でお知らせいたしますので、委員の皆様には、ご承知おき

のほどよろしくお願いします。 

 ほかにございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○櫻井健一委員長 

 それでは、ないようですので、ここでお諮りいたします。 

委員会会議録作成の件ですが、委員長に一任いただきたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○櫻井健一委員長 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

以上で、文教厚生委員会を散会いたします。 

ご苦労さまでした。 

 

散 会  午前１０時４２分 
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